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方、夜には閉めるというようなことを想定し、夜間は極力利用できないような、

しないような形では考えてございます。 

あと、その辺の、例えば何かで大会だとか、そのようなことをやりたいとい

うようなことがございましたら、その辺はやはり今後運用の規定等を検討して

いきますが、今後、現在も検討しているような状況でございますが。その貸出

し方法とか、そういったこともいろいろ検討してまいりたいと思います。ただ、

大会やりたい、予約を申し込む制度というのも方法の１つであると思います。 

   ４  番  少し大井中央公園のことについて、大まかに、ちょっと再質問のほうは少し

脱線してしまっているところもあるんではないかなというようなふうに思いま

すけども、ちょっと管理の面について、建物を今回先ほど話にも出てきました

けれども、建物自体もやはり防犯の面とか管理の面で、夜施錠が必要だと思う

んですけれども、そういった朝開けたり夕方施錠したりというのが必要だと思

うんです。その辺を考えているかどうかと、その辺をどこにお願いするのかと、

その辺をお答えいただけますでしょうか。 

生活環境課長  主に建物、休憩所の管理につきましては、基本的には利用時間は朝、例えば

８時半からとか９時から夕方５時までというふうな状況で利用できればと思っ

てございます。その辺の管理につきましては、先ほどから出てございますシル

バーさんに委託をできればなと考えてございます。 

議     長  以上で、４番議員、和田紀昭君の一般質問を終わります。 

引き続き、通告３番、８番議員、鈴木磯美君。 

   ８  番  通告３番、８番議員、鈴木磯美です。 

新型コロナウイルス感染症が発症して以来、長い時間が経過しております。

本町においてもワクチン接種が始まり、収束に向けて期待するところでありま

すが、始めてみると諸課題もあり、今も席にはいませんが担当課及び職員にあ

っては本当に大変だと推測され、連日の対応に感謝いたします。本当にありが

とうございます。いないですけれども、また後でお伝えください。 

医療従事者及び関係者には当初より感謝を述べてきましたが、先行接種の状

況をマスコミ等で聞くに当たり、医療機関と連携している消防・警察など、全

国統一に先行接種を受けていない状況が見られます。配慮すべきと感じました。 

ちなみに本町が委託している小田原市消防本部は、救急隊を含め消防職員、
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先行接種を行っているという情報を申し添えます。今後の対応に期待したいと

思います。 

それでは、通告に従い、質問をさせていただきます。 

大項目の１、山田総合グラウンドの利用について、２、生産組合の現状と今

後について。 

まず最初に、山田総合グラウンドについてですが、開設以来28年が経過し、

グラウンドの利用料金は一昨年見直されたことは承知しておりますが、テニス

コートについては見直された経緯は見受けられません。開設時、全天候のオム

ニコート、土のクレーコート、全８面は近隣市町の中でも注目の的でありまし

た。その後、近隣市町でも総合運動公園等として整備されてきましたが、利用

料金等を比較して今後の利用料金の見直しをする考えはあるのか。 

２つ目として、利用者の利便性を考慮し、夏季時間、開場時間の見直しをす

る考えは。現在は条例において年間を５つに分けて規定しているところであり

ます。夏季についての開場時間を見直しする考えは。 

３つ目として、緊急事態宣言時やまん延防止等の地域に指定された場合、公

共施設として今後も閉鎖していくのか。十分な感染対策を講じ、開場している

市町もあると聞きますが、本町の今後の対応は。 

続いて、本町がお願いしている生産組合長ですが、経緯は定かでありません

が、現在の社会情勢の変化や本町の現状を鑑み、以下について伺います。 

１、本町における生産組合長の職務とはどういうものなのか。地区によって

は生産組合長という名称すら知らない住民が増えています。 

２、本町における生産組合の活動内容は。方針的なものが示されているのか。 

３つ目として、自治会員イコール生産組合員ではないと推測しますが、それ

ではその生産組合に入る加入要件、そういうものがあるのか。現在の加入状況

は。 

４つ目として、活動内容によれば、かながわ西湘農業協同組合との連携が必

要と思われますが、現状と今後の展望。 

以上、登壇の質問とします。御答弁よろしくお願いいたします。 

町     長  通告３番、鈴木議員からは、「山田総合グラウンドの利用について」、「生

産組合の現状と今後について」、大きく２点の御質問をいただいておりますが、
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順番を入れ替えさせていただきまして、まず私から２点目の生産組合の現状と

今後について先に答弁させていただき、１点目の山田総合グラウンドの利用に

ついては教育長から自席で答弁をさせますので、よろしくお願いいたします。 

それでは大きな２点目、「生産組合の現状と今後について」、細かく４点に

ついて御質問をいただいておりますので、順次回答させていただきます。 

まず、１点目の生産組合長の職務についてですが、鈴木議員がおっしゃると

おり、生産組合長は地方自治法第203条の２の規定により「特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に位置づけがされた非常勤職員

に該当いたします。 

町では、生産組合長の職務や生産組合の活動に関する基準や取決めは定めて

おりませんが、本条例が施行された昭和32年８月31日当時より非常勤職員とし

て位置づけがされております。また、相和村、金田村、曽我村が合併し大井町

のとなる前より、各地域には生産組合と生産組合長が存在し、米の収穫量の確

保、農業用道水路の整備や維持管理を行うとともに、共同防除の実施や共同精

米など、第１次産業が町の中心的産業であった当時は、地域の中で重要な役割

を担っていたと聞き及んでいます。 

現在は本町の産業構造も大きく変化し、地域や自治会における生産組合の役

割も大きく変わってきておりますが、生産組合長の役割は地域の農業生産者の

代表として町事業に携わる非常勤職員であることに、昔から変わりがないと考

えております。 

今まで生産組合長に担っていただいている農業施策に係る業務としては、生

産組合長会議への出席、農業委員会選挙人名簿の調査、国の制度である経営所

得安定対策事業における水稲生産実施計画の取りまとめ、農林業センサスの調

査員、そして産業まつり農産物品評会出品物の取りまとめ等がございましたが、

平成28年度より農業委員会等に関する法律の一部改正により、農業委員会の委

員の選任方法が公選制から市町村長による任命制へ移行したことに伴い、農業

委員会選挙人名簿の調査業務がなくなるとともに、国制度の廃止に伴い、令和

２年度より水稲生産実施計画の取りまとめ業務も終了している状況にあります。 

法律や国の制度の状況により、生産組合長が担う業務についても変化が生じ

ることになりますが、本町の農業振興を確保していく観点から、農業の担い手
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不足により拡大する荒廃農地対策や、人・農地プランによる担い手の確保対策、

さらには農業用道水路の管理といった側面からも、地域の農業生産者を取りま

とめる役割を担う生産組合長の存在は、今後重要になっていくと考えていると

ころであります。 

次に、２点目の「生産組合の活動状況は。」との御質問ですが、冒頭に触れ

させていただきましたが、生産組合の存在や活動は、合併前より以前に根づい

ていたものであり、その歴史的背景からも、自治会によってその活動内容には

違いがあります。自治会活動として、美化清掃や農業用水路等の管理を担う生

産組合もあれば、古くからの歳時ごとを担う生産組合もあります。一方で、特

段活動がない生産組合もあれば、農業生産者がいなくなったことから解散した

生産組合もございます。 

次に、３点目の「生産組合への加入要件及び加入状況は。」との質問ですが、

町内に生産組合は18団体ありますが、そのうちかながわ西湘農業協同組合の正

組合員を加入要件としている組合が９団体あります。そのほか、特に加入要件

を持たない団体が６団体で、農地の保有面積や昔から農家のみを加入要件とす

る団体が３団体ございます。 

生産組合への加入状況ですが、令和２年度の状況で518戸となっております。 

次に、４点目の「かながわ西湘農業協同組合との連携は。」との御質問です

が、かながわ西湘農業協同組合では各地区に支部長を置いており、支部長を兼

ねている生産組合長は17団体ございます。 

現状では、生産組合長と支部長を兼務されている方がほとんどでありますが、

生産組合長と支部長ではその役割に違いがあるため、町業務の一部を非常勤職

員として担っていただいている生産組合長の役割としては、直接的にかながわ

西湘農業協同組合との連携は行っていない状況であります。 

以上、答弁とさせていただきます。 

教  育  長  それでは、私からは１点目の「山田総合グラウンドの利用について」順次お

答えさせていただきます。 

まず、１つ目の「利用料金の見直しをする考えは。」との御質問ですが、多

目的グラウンドにつきましては料金の見直しではありませんが、総合体育館と

の均衡を図るため、令和２年度から利用料金を徴収しております。テニスコー
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トに関しましては平成５年の開設以来、一度も利用料金の見直しをしておりま

せん。これは町民の皆様、さらには利用者の皆様に安く利用していただき、リ

ピーターとなって再びこの施設を利用していただき、収益を上げていくという

ことで行ってまいりました。その結果、利用料金が安く交通の便もよいこと、

さらには平成30年度から指定管理者制度を導入したことで施設整備も行き届い

ていることにより、利用者は右肩上がりで増えてきております。 

しかしながら、近隣の同施設の利用料金の状況を見ますと、本町の料金設定

を上回るものや対象者別に料金設定をしているところもございます。時代にあ

った料金設定も必要であると考えますので、今後検討してまいりたいと考えま

す。 

次に、「開場時間の見直しをする考えは。」との御質問ですが、現在本町で

は年間を５つの利用時間帯に分けて、日が短い時期は午前９時から午後４時ま

で、また長い時期は午前９時から午後６時までの運用で行っております。ただ、

昨今は時期によっては大分日が長くなっており、今頃から９月頃までは午後７

時くらいまでは活動ができる状況にもあるかもしれません。利用者の利便性が

さらに向上するよう、近隣施設の開場時間等も見た中で検討してまいりたいと

思います。 

次に、「今後、緊急事態宣言等が出された場合の対応は。」との御質問です

が、昨年度２回の緊急事態宣言を受け、４月８日から５月26日、１月13日から

３月21日を休場といたしました。県内各自治体においては緊急事態宣言後、休

館、時間短縮等の対応を取っていましたが、休館の場合でも予約済みの場合は

貸出しを行っている自治体もございました。本町においては２回とも完全休場

としたわけですが、これには営業補償の話もついて回りますが、少なからず他

自治体では利用制限がかかっている中で、山田総合グラウンドを開場すること

により人が集まってきてしまうことが想定され、人流を抑え感染リスクを高め

ないため、さらには町内から感染者を出さないという考えのもとに、苦渋の決

断の末、休場することといたしました。 

今後、緊急事態宣言等が出された場合、基本的には先ほど申し上げた理由か

ら前回と同様に休場することになると思いますが、宣言内容や県外各施設の状

況を見た中で最適な対応をとっていきたいと考えております。 
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   ８  番  御答弁いただきましたので、順次再質問させていただきます。 

教育長の答弁は私が思っていた質問内容に100点近い内容を網羅されている

ので、確認の意味も含めて何点かさせていただきますが、見直しではなくて山

田総合グラウンドは２年前に、１日１時間1,000円取るようになりました。そ

れ以外は御答弁にあったように一切変更がなかったということで、８％から

10％に、また消費税のときも一切値上げをしていない。当初から金額的にはク

レーコート350円、600円、グラウンドが1,000円、そういう規定でずっとやっ

てきて、今御答弁の中でリピーターを含めて使いやすいという、そういう意見

があって、最近見ますと平日でも結構埋まっている状況が見受けられます。最

近にあっては、これは趣旨とはちょっと違うんですけれども、緊急事態の都市

からも、まん延防止の都市からもお見えになっている利用者があるということ

も聞いています。それが上げてて、当町はそれに該当していませんけれども、

その辺のところはいかがなものかなと感じていますが。先ほどの教育長答弁で

居住地、隣接のところで、私が昨年の12月にナイター照明の必要性を訴えて、

というのは予算の関係もあるから早急には無理だ、という御答弁でしたので様

子を見ていますけども、ナイター施設のないところでも今再質問しますけれど

も、１から３までとか４までがリンクしますので、ちょっと前後する可能性が

ありますので、その辺のところは御了承ください。近隣市町も多分チェックさ

れていると思うんです。ナイターがないところでも先ほど教育長答弁の中に、

夏季にあっては19時までやっているところもあります。金額についても年齢層、

高校生以下とか、そういう区分でやっているところもあるので、これを見直す

タイミング、開場時間なり料金なりを、タイミングなんですけれども。御存じ

のとおり１年間指定管理者延長して今年度で指定管理者、新しく次年度には再

契約になるのか新しいところが参入してくるのか分かりませんけれども、新た

な契約をするに当たってそのタイミングですよね。いろいろな消費税が上がっ

たとか、グラウンドの駐車場が補装できたとかトイレができたとか、いろいろ

な整備・設備をしていますので、そのタイミングによって、その料金とか開場

時間等の見直しが必要だと思うんです。このタイミングは町のほうは今どうい

うふうに考えていますか。 

生涯学習課長  指定料金の見直しということですけれども、こちらは現在指定管理者の更新
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手続のほうを今年度行う予定になっております。そこで近隣市町を参考にしな

がら、今年度利用料金の見直しであるとか、あるいは開場時間の見直し等につ

いて検討していきたいと考えております。 

   ８  番  課長の答弁にありました、今年度中に。ここは今いいタイミングだと思うん

です。この指定管理料を見直すにも、以前にも同僚議員からありましたけれど

も、高い指定管理料を払うだけの話ではない。また明後日、補正予算でもあり

ますけれども、補償料金等も発生してくる、さっきの答弁にもありました。そ

んな形で指定管理料を見直すに当たっても、今この料金の値上げとか、開場時

間を精査する意味でも、タイミング的には今なのかなと私個人的に思います。

そういったもので、今課長の中で今年度中に何とか精査して見直しをして、新

しい指定管理のところの契約に関してはそれを活用していくと、それをもう一

度確認します。今年度中にで間違いないですか。 

生涯学習課長  議員のほう、御指摘ございましたけれども、今年度中に指定料金と時間のほ

うについては、見直しのほうを検討していきたいと考えております。 

   ８  番  最後になりますけれども、山田総合グラウンド、私も何回も行っています。

今のスポーツ協会の前身の体育協会、ソフトテニスで非常にお世話になりまし

た。その管理もコートの管理等もお手伝いした経緯もありますけれども、この

指定管理するに当たって、さっきの違約金の問題じゃないですけれども、６月

１日からまん延防止に指定された近隣市、昨日インターネットで確認したんで

すけれども、時短だけで開場しています。その前の緊急事態もそうですけれど

も、結構その利用基準しっかり決めて、本町の山田グラウンドも体温測定なり

しっかり管理をされて、そういう利用条件をつけて、今後もさっき教育長答弁

で検討しながら近隣の状況を見ながら、緊急事態とかまん延防止のときに町と

しての対応を検討していく、という御答弁ありましたので、その辺のところも

参考に、昨日から始まっている、それでも時短営業でやっているというところ

もありますので、その辺のところもまた参考に、これもいつあるか分からない

んで、含めて早急に今後あったらどうしようか、これは総合体育館みたいに屋

内施設と、山田総合グラウンドみたいに屋外施設と、同じ均一の町の公共施設

だからそこからコロナを出したくないという町長の気持ちも分かります。でも

どこでうつるか、感染するか分からない時代になってきているので、その辺の
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ところも含めて、こちらの緊急事態のほうも早急にというか、検討するという

形でよろしいでしょうか。 

生涯学習課長  開場につきましては、確かにまん延防止の重点地区の指定であるとか、ある

いは今後緊急事態宣言がいつ起きるとも、発令されるとも分かりません。そん

な中で今後も感染防止対策には徹底するとともに、もしそのようなことが起き

たときを備えて、開場時間等も常に検討してまいりたいと考えております。 

教  育  長  議員御指摘の過去に２回実施してきたところでございますけれども、基本的

には県の対応、県が施設についてどう対応しているかということに準じて本町

では検討してまいりました。しかしながら県のほうの対応も若干様子が変わっ

てきていると。そういったところの中で、いわゆる各自治体のほうの対応もま

た中で揺れ動いてきた経緯で今に至っているのかなと思っております。いずれ

にいたしましても、そういう全般的なところの中、やはりただ単に町というこ

とではなくて、県の動きというものを、もしくは国のそういった指針等に基づ

き、検討していかなければならないと。やはりそういったところをよりどころ

とする中で、当然他の市町も材料として考え、そして先ほど答弁させていただ

きましたような方向性で、今後は対応していきたいと考えているところでござ

います。 

   ８  番  山田総合グラウンドは今の現況の利用状況によって何か問題があるというの

ではなくて、大井町の山田総合グラウンドは、例えば町民と２市８町の申し合

わせ事項がありますけれども、予約の日にちをずらしていますので、町民が使

いづらくなっていることはないんです。初日には若干朝早く並ばれる方もいま

すけれども、そういった意味では15日刻みで、町内と２市８町はその時間から、

それ以外の他市町村については15日前からということでやっていますので、そ

の辺のところは現行のまま続けていただいて、皆さんが利用しやすいような山

田総合グラウンドにしていってもらえればと思います。本当に十分な回答であ

りましたので、次のほうに十分時間を割きたいと思いますのでありがとうござ

います。 

次の生産組合についてなんですけれども、お恥ずかしい話、私地元の自治会

で同じ組の中でも何回か生産組合の役を受けていました。実際やっていました。

何の違和感もなく、前任者から引き継いだ仕事をそのまま送って、２年過ぎた
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ら次の人にそのまま申し送っていて何の違和感もなかったんですけれども。こ

こはちょっと町民の方から御質問を受けていろいろ調べていく中で、大井町の

報酬、町長答弁にありましたけど、報酬払っているその生産組合長の要綱規定

というのがどこにも見当たらなくて、どういう規定で、自治会とは違う組織だ

とも承知しています。どんな形のものを町からお願いして、それに対しての対

価を支払っているのかというのがちょっと見えなかったもので、今先ほどの町

長答弁にありましたように、まだ私把握できていないので、もう一度その辺の

ところが、どんなことを生産組合長に期待して、今後のことじゃないですよ、

今までどういう形でそういうふうに進めてきたのかということだけ先に確認さ

せてください。 

地域振興課長  生産組合長につきましては、先ほど町長から答弁させていただいたように、

町としては特に設置の要綱または生産組合長が担う職務等を定めた取扱い基準

みたいなものはございません。ただ、これも答弁で町長から申し上げたところ

なんですけども、特別職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

中で、ここで生産組合長というのが合併当初から位置づけがされているという

ところでございます。地域振興課が生産組合長の業務ということで担っている

わけでございますが、こういった中でも過去からの生産組合長の担っている業

務を踏襲的に取り組んで伝えてきたというのが現状でございます。 

   ８  番  こちらの質問も４つのやつも大分リンクしていますので、ちょっと絡んで一

緒になってしまう場合もありますので、その辺も御承知おきください。という

ことは、今現在自治会とは言いませんけれども、各自治会の単位で置いてある

生産組合に対しての町からお願いする基準要項、そういう取決めはないという

ふうに私今聞き取りをしたんですけれども。町長答弁で今後はこんなことを新

たにやってほしいんだということで、今何でこんな質問をしたかというと、今

町長答弁でありましたけれどもＪＡの支部長制度とごちゃごちゃで、町民の方

が御理解されていないというところがちょっと見受けられて、私もその内の１

人だった、以前はね。だから生産組合長と支部長制度は町長答弁で全く違うも

のですよ、というのは答弁いただきましたけれども、その内容がはっきりして

ない。だから先ほど18団体のうちの９つはＪＡの組合員、もしくは準組合員が

入っているのかよく分かりません。それも先ほどの答弁ですと、その生産組合
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に任せているみたいな、そういうニュアンスに取れたんですけれども、規定が

ないから。先ほどの私が質問した加入要件等もその生産組合によってばらばら

というか、町からこういう条件でとか田んぼを持っていなきゃ駄目だよとか、

農地を持っていなきゃ駄目だとかないので、その生産組合、自治会の今までの

先祖からの申し伝え、私もそうだったけれども、それで何の違和感もなく今ま

でやってきちゃったんですけど、大井町のこの現状が今先ほど518、数字に間

違いがあったらすみません、それが今の加入状況だとしますけども、大井町の

世帯からすると518というのは多いのか少ないのか、それが現実だと思うんで

すけれども。その辺のところは町はどう考えていますか。 

地域振興課長  今生産組合の加入状況ということかと思いますが、まず令和２年度、昨年度

の状況でございますが、518戸ということになってございます。これが少ない

か多いかということはなかなか私も計り知れないところがございますが、基本

的に農林業センサス、これ統計上の数字でございますが、町内の農家戸数につ

いては５年に一度把握ができているところでございます。各回申し上げますと、

昭和45年、今から50年前の話ですが、農家戸数については753戸ということで

ございます。一番最新の情報ですと2020年、50年後の令和２年度の昨年度でご

ざいますが、427戸でございます。こちらの過去から50年間でかなり農家戸数

も減ってきているということが読み取れるかと思いますが、この生産組合の加

入要件については自治会の中で様々な考え方がございます。 

こういった関係から、実際に農家、こちらの統計調査、農林業センサスの中

で農家と認定される方の把握と、また生産組合長に加入ということでは条件が

また違うと思いますが、基本的には518戸、おおむね農家というところで登録

がされているんではないかなと感じているところでございます。ただ、今から

10年前、平成22年度でございますが、その時点では生産組合の組合員数につい

ては町内586戸ございました。ここ10年間で約70戸近く減少していると。これ

は町内農業従事者、農業生産者、また担い手の減少ということもございますの

で、おそらくこの生産組合員も今後さらに減少していく方向になるんではない

か、というふうに感じているところでございます。 

   ８  番  大事な問題で、今までの私たちの町ができて、31年ですから66歳。私と同じ

年なんです。何もタッチしてこなかったというのはおかしいもんで、いろんな
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加入要件でも何でも含めて、町が生産組合長にはこんな仕事をお願いしたいん

だよということが規定でも何もなかった。今でもないというのは、だから加入

要件も各自治会によって違うとか、今までのやり方でやっていたということで、

一応これは町としては報酬を出しているわけですから、なかったものを今責め

てもしょうがないんで、今後はそういうのをつくっていく必要があると思いま

すが、その辺のところはどうでしょうか。 

地域振興課長  今回鈴木議員から一般質問をいただいて、私も改めて大井町の生産組合長の

考え方について、課員と一緒に精査させていただいたところでございます。お

恥ずかしいことながら、私もここで詳細に過去からの経緯等も聞いた中、調べ

た中でいろいろ考えるところがございました。やはり今まで国の制度、または

法律の中で、各地域の農業生産者の代表として生産組合長には町の行政からの

いろんな依頼事項、調査案件、産業まつりの農産物品評会の出品物の掌握など

も含めてでございますが、その都度毎年依頼をさせていただいたところでござ

います。この辺も町の中に、ただ基準が全くございませんので、今後町の農政

をしっかり推進していくためにも、一定の基準づくりは必要ではないかと考え

ているところでございます。 

   ８  番  でも、先ほど、18団体のうち１つ抜けた自治会があると、その時点で何で抜

けるんだというような、そこから町がお願いにする要件、先ほど町長答弁でい

くつか言っていましたけども、そのうちの２つはもう今実際やってないよとい

う御答弁だったですよね。調査も国のあれも終わって、昔はっていう言葉はお

かしいですけども、自治会長より生産組合長のほうが実権握っていた時代もあ

ったと思うんです。農業イコール自治会みたいなところがありましたんで。た

だ先ほど私も登壇で言いましたけど、周りの状況が違うんで、もう農地を持た

ない住民のほうが明らかに多い。同僚議員が質問しました自治会の加入制度も

含めてですけども、その辺のところが自治会にも加入していない、生産組合は

別個だといっても、今後高齢化も含めて、荒廃地対策も含めて今後こういうこ

とで必要だということを先ほどの答弁にもありましたけども、そんなところも

網羅しながら、逆になくなったところに、だってちょっとさっき美化清掃どう

のこうのというのは、それは自治会に任せちゃっているからであって、本来の

生産組合の仕事でもやっている自治体もあるらしいんですよ、実際。ＪＡとイ
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コールというところは、今回の発端はＪＡの支部長制度と大井町の生産組合長

制度を取り違えて誤解されていて、生産組合だったから農協の配りものって何

でやんなくちゃいけなんだよという誤解されている人がいたんで、その辺のと

ころを踏まえて、それが今度地域振興課の担当なのか、協働推進課か、課はま

たいでもいいんですけども、もうちょっとそういうことを分けてできたら、ど

ういうアクションを起こすか分かりませんが、町から説明するのが適切なのか、

支部長制度ですから、農協さんももうちょっと丁寧にその地区に支部長制度と

いうものを説明しなくちゃいけないのか、私個人的には年に１回、産業まつり

の品物を集めるのが生産組合長の仕事だとばっかり思っていたんですよ。支部

長制度というのは農協の仕事で、配りものは別だと思っていたんで。 

以前にも道水路委員の廃止も含めて、時代の流れでそういった必要がなくな

ったときには考えていって、道水路はなくなりました。それが逆に生産組合が

担っている自治会もあると思いますけども、これは自治会によって違うという

のが、スタートのお願いする要綱がすっきり決まっていないから、その各生産

組合によって。水田持っているところなんていうのは水路の管理から何からあ

るわけですね。山のほうはさっきも課長が言ったとおり、道路畦畔とか農地の

管理を含めてやっているところもあるし、そういうところを持たない平場のそ

ういう自治会のところでは、もう生産組合なんていらねえよと。農地はあって

ももうそこから抜けちゃうという。今後今年の予算で大井のファーム制度とか、

いろいろなことをまとめて荒廃地対策にも予算を割いてやっているというのは

十分承知していますんで、そこら辺も含めてもう一度そういう要綱をしっかり

つくって、住民とか自治会に御説明しなくちゃいけないと思うんですけども、

その辺はどうでしょうか。 

地域振興課長  まず、その一定の基準というのは、やはり繰り返しになりますが、検討して

いく必要があると考えております。農協の支部長制度、それと町の生産組合長

制度、こちらですけども、今生産組合長と農協の支部長、兼務されている方が、

先ほど答弁でもありましたが、17団体。１つの団体だけ兼任はしていないとい

うことでございます。これも地区、また自治会でそれぞれ考え方があろうかと

思います。一般的には多くが輪番制で13団体ですね。もう年功序列じゃないん

ですけども、次にやる方が順番で回ってくるというような状況です。支部長に
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なられるのが先なのか、生産組合長が決定するのが先なのか、その辺について

はちょっと町のほうも把握しておりませんが、農協ともしっかり話をした中で、

じゃあ町の生産組合長の業務がどういったものなのか、その辺はしっかりアナ

ウンスをしていきたいというふうに考えております。 

   ８  番  最後になります。今言ったそのＪＡさん、農協さんとの連携ですけども、先

ほども言ったとおり、産業まつりの出品の取扱いだけだったら、ＪＡさんと支

部長さんと連携して集めて運営できるのかなというように思いましたんで、今

有害鳥獣駆除とか、いろんな荒廃地対策も含めて、ＪＡさんでも進めている案

件もあると思いますんで、町として全然連携していなくていいという問題でも

ないし、この辺のところが今回の生産組合については連携していないという回

答でしたけども、ＪＡさんとはいろんなところで顔の見える関係を築いて、何

かお願いするときもやっぱり顔がないと。見えてないとやっぱりそこで一本線

を引かれちゃいますんで、お願いできるところでお願いしながらそういった要

件をつくっていって、その説明も町と農協と、いろんな観点からやっていくべ

きだと思います。時間少し残っていますけども、お願いして続けてやるべきだ

ということの意見を申し添えて、一般質問を終わります。ありがとうございま

した。 

議     長  以上で、８番議員、鈴木磯美君の一般質問を終わります。 

ここで、昼食休憩といたします。再開は13時とします。 

（ 11時40分 休憩 ） 

（ 13時00分 再開 ） 

議     長  休憩を解いて再開いたします。 

本日は報道関係者の写真の撮影とタブレットの使用及び録音を許可しました

ので、御了承願います。 

引き続き、一般質問を行います。 

通告４番、６番議員、岡田幸二君。 

   ６  番  通告４番、６番議員、岡田幸二です。 

通告に従い、質問いたします。 

まず、昨年来のコロナ禍、現在に至るまで経験したことのない大変な事態と

なっています。そのような中、待望のワクチンができ、国内でも接種が始まり 


